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源
平
闘
諍
録
全
釈
（
一
三
―
巻
一
上
⑬
（
二
二
ウ
8
～
二
四
オ
9
））

早
　

川
　

厚
　

一

【
原
文
】

右
兵
衛
佐

ハ

不
レ

似
レ

彼
ニ
ハ

（
一
）

無
伝
―

語
人

モ
（
一
）

者
無
遣
―

方
モ

（
一
）

物
―

思
也
加
之
祐
―

親
入
道
恐
平
―

家
尤

ヲ一

秘
欲
レ

為
二

夜
―

討
ニ一

然
彼
入
―

道
之
子
―

息
伊
―

東
九
郎
祐
―

澄▽
二
三
オ

竊
ニ

申
ケ
ル
ハ

頼
―

朝
ニ一

者
祐
―

澄
之
父
入
―

道
俄

ニ

天
―

狗
詫

（
ツ
）キ

其
―

身
ニ一

候
テ

君
相
―

議
奉

トレ

為
二

夜
討

ニ一

候
設

ヒ

雖
レ

工
二

非
―

道
ヲ一

雖
レ

非
レ

可
レ

顕
二

親
―

過
ヲ一

此
ノ

項
―

日
奉

タ
ル

相
―二

馴
於
君

ニ一

之
上
又
不
有マ

サ

指
タ
ル

―

過
モ一

不

言
此
事

ヲ一

者

ヒ
ラ

〈

〉
ノ

照
―

覧
有
恐
（
一
）

然
ハ

只
入
―

道
ノ

不
思
―

立
（
一
）

前
ニ

君
須

ク

立
―

出
玉
ヘ

此
―

所
ヲ（

一
）

努
―

々
不
可
有
御
披
―

露
（
一
）

候
乍
申
（
一
）

波
―

羅
々
―

々
ト

泣
ケ
レ
ハ

右
兵
衛
佐
言

ハ

為
ニ二

入
―

道
ノ一

其
―

程
ニ

被
思
―

籠
（
一
）

之
上
者
頼
―

朝
雖
立
―

忍
ト

此
（
ノ
）

―

所
ヲ一

可
来
（
一
）

殃
ヲ
ハ

不
可
遁
（
一
）

又
於
我
―

身
（
一
）

無
謬
（
一
）

者
不
レ

及
レ

為
二

自
―

害
一

汝
カ―

志
生
―

々
世
―

々
ニ
モ

難
（
レ
）

忘
（
一
）

言
九
郎
即
立
―

去
ヌ

【
釈
文
】

　

右
兵
衛
佐
は
彼
に
は
似
ず
、
伝
へ
語
ら
ふ
人
も
無
け
れ
ば
、
遣や

る
方
も
無
き
物
思
ひ
な
り
。
加

し
か
の
み
な
ら
ず

之
、
祐
親
入
道
、
平
家
の
尤と

が

め
を
恐
れ
、
秘
か
に
夜
討
に
為せ

ん
と
欲す

。

然
る
に
彼
の
入
道
の
子
息
、
伊
東
九
郎
祐
澄▽

二
三
オ

、
竊
か
に
頼
朝
に
申
し
け
る
は
、「
祐
澄
の
父
入
道
、
俄
に
天
狗
其
の
身
に
詫ツ

き
候
ひ
て
、
君
を
夜
討
に
為シ

奉
ら
ん
と
相
ひ
議は

か

り
候
ふ
。
設た

と

ひ
非
道
を
工た

く

む
と
雖
も
、
親
の
過と

が

を
顕
は
す
べ
き
に
は
非
ず
と
雖
も
、
此
の
頃ひ

（
項
）
日こ

ろ

君
に
相
ひ
馴
れ
奉
り
た
る
上
、
又
指
し
た
る
過
も
有

ま
し
マ

さ
ず
。
此
の
事

を
言
は
ず
は
冥

ヒ
ラ

（

）
の
照
覧
恐
れ
有
り
。
然
れ
ば
只
、
入
道
の
思
ひ
立
た
ざ
る
前さ

き

に
、
君
須

す
べ
か
らく

此
の
所
を
立
ち
出
で
た
ま
へ
。
努ゆ

め

々ゆ
め

御
披
露
有
る
べ
か
ら
ず
候
ふ
」
と

申
し
な
が
ら
、
波は

羅ら

は々

ら々

と
泣
き
け
れ
ば
、
右
兵
衛
佐
言
ひ
け
る
は
、「
入
道
の
為
に
、
其
れ
程
に
思
ひ
籠
め
ら
れ
た
る
上
は
、
頼
朝
此
の
所
を
立
ち
忍
ぶ
と
雖
も
、
来
た

る
べ
き
殃

わ
ざ
は
ひを

ば
遁
る
べ
か
ら
ず
。
又
我
が
身
に
於
て
は
謬

あ
や
ま

り
無
け
れ
ば
、
自
害
を
為
る
に
は
及
ば
ず
。
汝
が
志
、
生

し
や
う

々
じ
や
う

世せ

せ々

に
も
忘
れ
難
し
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
九
郎
即や

が

て
立
ち
去
り
ぬ
。
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【
注
解
】
〇
右
兵
衛
佐
は
彼
に
は
似
ず
、
伝
へ
語
ら
ふ
人
も
無
け
れ
ば
、
遣
る
方

も
無
き
物
思
ひ
な
り
　

こ
れ
ま
で
こ
こ
か
ら
が
、
十
一
話
「
頼
朝
、
北
条
の
嫡
女

に
嫁
す
る
事
」
の
始
め
と
さ
れ
た
が
、
ま
だ
前
話
「
頼
朝
の
子
息
、
千
鶴
御
前
失

な
は
る
る
事
」
の
続
き
と
考
え
ら
れ
る
。
前
節
で
は
、
伊
東
三
女
の
悲
嘆
の
深
さ

を
、
異
朝
の
王
昭
君
に
譬
え
、
頼
朝
の
深
い
悲
し
み
を
、
楊
貴
妃
を
失
っ
た
唐
の

玄
宗
皇
帝
の
悲
し
み
に
譬
え
て
い
た
。
し
か
し
、
玄
宗
皇
帝
の
場
合
は
、
方
士
を
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介
し
て
楊
貴
妃
と
思
い
を
交
わ
す
こ
と
も
出
来
た
が
、
頼
朝
に
は
、
玄
宗
皇
帝
の

方
士
の
よ
う
に
、
自
ら
の
思
い
を
伝
え
る
人
も
い
な
い
た
め
、
頼
朝
は
、
ど
う
し

よ
う
も
な
い
物
思
い
に
陥
っ
た
こ
と
を
言
う
。
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
や
流
布
本

『
曽
我
物
語
』
も
、
頼
朝
や
北
の
方
の
思
い
を
記
す
が
、〈
闘
〉
に
や
や
近
い
の
は
、

流
布
本
『
曽
我
物
語
』。
真
名
本
『
曽
我
物
語
』「
佐
殿

モ

何
（
ナ
）と

か

御
心

（
ヲ
）
モ

不サ

ら
む

レ

被
二

取
延
一

（
ヘ
）、

兵
衛

の

佐
殿

の

北
の

方
モ

奉
ルレ

知
セ二

行
江

（
方
）を一

无
ケ
レ
は

レ

人
モ

問
て

无
（
シ
）

二

呯
（
ナ
ク
）

む

方
モ一

」（
三
九

頁
）、
流
布
本
『
曽
我
物
語
』「
兵
衛
佐
殿
は
、
若
君
、
北
の
御
方
御
ゆ
く
ゑ
、
し

ら
せ
た
て
ま
つ
る
者
な
か
り
し
か
ば
、
な
ぐ
さ
み
た
ま
ふ
事
も
な
か
り
け
り
」

（
一
〇
八
頁
）。
　

〇
加
之
、
祐
親
入
道
、
平
家
の
尤
め
を
恐
れ
、
秘
か
に
夜
討
に

為
ん
と
欲
　

祐
親
が
頼
朝
を
夜
討
に
し
よ
う
と
し
た
と
す
る
点
、
真
名
本
『
曽
我

物
語
』
や
流
布
本
『
曽
我
物
語
』
も
同
じ
だ
が
、
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
は
「
伊

藤
の

入
道

モ

無
キレ

情
（
ケ
）

為
てレ

呯
（
フ
ル
マ
イ
）

を

後
思

（
ケ
）む

二

嫌
（
イ
フ
セ
）

妨
ク
ヤ

一

、
此
兵
衛

の

佐
殿

は

一
定
成

下
ナ
ン

二

末
代

の

敵
と一

、
而

レ
は

不
シ
か
は

レ

失
は二

此
人

を一

悪
（
ア
シ
）か

リ
ナ
ン
と

思
ツ
ヽ

」（
三
九
頁
）
と
具
体
的
に

記
す
。
〈
名
義
抄
〉
「
尤
　

ト
ガ
ム
」（
仏
下
末
一
三
）
。
　

〇
伊
東
九
郎
祐
澄
、

竊
か
に
頼
朝
に
申
し
け
る
は
　

祐
親
の
子
息
伊
東
九
郎
が
、
頼
朝
に
急
を
告

げ
た
と
す
る
点
は
、
〈
延
・
盛
〉
真
名
本
・
流
布
本
『
曽
我
物
語
』
は
同
じ
。

但
し
、伊
東
九
郎
の
名
前
を
異
に
す
る
。〈
延
〉「
助
兼
」（
巻
四
―
一
四
〇
オ
）、

〈
盛
〉「
祐
兼
」（
3
―
九
二
頁
）、
真
名
本
『
曽
我
物
語
』「
助
長
」（
三
九
頁
）、

流
布
本
『
曽
我
物
語
』「
祐
清
」（
一
〇
八
頁
）。
他
に
、〈
長
・
南
〉
は
「
伊

東
九
郎
」
と
し
て
、
名
前
不
記
、〈
屋
〉「
祐
澄
」（
四
九
二
・
四
九
三
頁
）、〈
覚
〉

「
祐
氏
」
（
下
―
二
〇
頁
）
、
『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
十
月
十
九

日
条
「
祐
泰
」、
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
六
月
一
日
条
「
祐
清
」
と
様
々
で

あ
る
。
坂
井
孝
一
は
、『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
の
中
で
は
、
一
応
の
信
頼
に
足
る

記
事
は
記
事
内
容
の
検
証
に
よ
り
、
治
承
四
年
条
と
す
る
が
、
ど
れ
が
九
郎

の
名
を
正
確
に
伝
え
た
記
事
で
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
と
す
る
（
九
七
～

一
〇
二
頁
）。
な
お
、『
吾
妻
鏡
』
の
寿
永
元
年
（
一
一
八
二
）
二
月
十
五
日

条
に
、「
去
安
元
々
年
九
月
之
比
、
祐
親
法
師
欲
レ

奉
レ

誅
二

武
衛
一

。
九
郎
聞
二

此
事
一

、
潜
告
申
之
間
、
武
衛
逃
二

走
湯
山
一

給
」
と
見
え
る
。
　

〇
祐
澄
の
父

入
道
、
俄
に
天
狗
其
の
身
に
詫
き
候
ひ
て
、
君
を
夜
討
に
為
奉
ら
ん
と
相
ひ

議
り
候
ふ
　

父
祐
親
が
頼
朝
を
討
と
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
子
の
伊
東
九
郎

が
告
げ
る
点
は
同
じ
だ
が
、祐
親
に
天
狗
が
付
い
た
と
す
る
の
は
〈
闘
〉
独
自
。

こ
の
後
に
、
父
祐
親
の
行
為
を
「
非
道
」
と
も
す
る
。〈
延
〉「
尾
籠
ノ
事
ヲ

ノ
ミ
振
舞
侍
ル
上
、
悪
行
ヲ
企
ト
仕
ル
」（
巻
四
―
一
四
〇
オ
）、
真
名
本
『
曽

我
物
語
』「
小
事

を

申
（
シ
）

二

成
て

大
事

に一

、
殆

と

可
にレ

乱
（
サ
）ル

レ

世
を

見
ヘ

候
」（
三
九
頁
）、

流
布
本
『
曽
我
物
語
』「
も
の
に
く
る
い
候
て
、
君
を
う
ち
た
て
ま
つ
ら
ん
と

つ
か
ま
つ
り
候
へ
」
（
一
〇
八
頁
）
と
、
祐
親
を
批
判
的
に
記
す
点
は
同
じ
。

こ
の
後
に
記
さ
れ
る
時
政
と
の
対
照
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
夜
討
と
す
る
点
は
、

真
名
本
『
曽
我
物
語
』
も
同
じ
。「
兵
衛
佐
殿

を

為
（
セ
）む

と
ソ

二

夜
討

に一

友
（
シ
タ
ク
）

渡
（
支
度
）シ

け
る

、

既
に

調
（
ソ
ロ
）ヘ

て
二

軍
兵

を一

分
て
け
り

二

方
々

の

道
を一

、
郎
等
共

錣
（
ヨ
ロ
イ
）

二

甲
冑

を一

、
帯

（
シ
）

二

兵
杖

を一

、
明

日
の

卯
の

時
に
は

夜
込

（
コ
メ
）に

欲
すレ

向
は
む
と

二

佐
殿

の

御
所

ヘ一

」（
三
九
頁
）。
夜
討
は
卯
の
時
の

予
定
で
あ
っ
た
と
す
る
。
明
け
方
に
近
い
が
、
明
け
方
の
攻
撃
で
も
「
夜
討
」

と
言
う
の
は
次
の
例
か
ら
も
明
ら
か
。〈
延
〉「
猿
程
ニ
夜
モ
ア
ケ
方
ニ
成
ケ

レ
バ
、
平
家
『
敵
ノ
多
勢
ニ
テ
夜
討
ニ
寄
タ
ル
』
ト
サ
ワ
ギ
ケ
ル
程
ニ
、
火

ヲ
出
テ
見
レ
バ
、
僅
二
百
騎
計
也
」（
巻
六
―
七
四
オ
）。
　

〇
設
ひ
非
道
を

工
む
と
雖
も
、
親
の
過
を
顕
は
す
べ
き
に
は
非
ず
と
雖
も
…
　

た
と
い
親
が

非
道
を
企
ん
だ
と
し
て
も
、
子
が
親
の
咎
を
明
る
み
に
す
べ
き
で
は
な
い
と

い
っ
て
も
、
こ
の
日
頃
、
君
に
慣
れ
親
し
み
申
し
上
げ
て
い
る
上
、
君
に
は

さ
し
た
る
罪
も
お
あ
り
で
は
な
い
の
意
。
九
郎
が
頼
朝
に
注
進
に
及
ん
だ
理
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由
を
記
す
当
該
記
事
は
、〈
闘
〉
の
独
自
本
文
。〈
名
義
抄
〉「
工
　

タ
ク
ミ
」（
仏

上
七
五
）
。
「
頃
日
」
を
「
ひ
ご
ろ
」
と
読
む
訓
例
、
〈
闘
〉
に
は
、
こ
れ
以
降

六
箇
所
に
見
ら
れ
る
。
　

〇
此
の
事
を
言
は
ず
は
冥
（

）
の
照
覧
恐
れ
有

り
　

〈
闘
〉
の
独
自
本
文
。
こ
の
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
、神
仏
の
咎
め
が
き
っ

と
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
言
う
。「

」
は

ヒ
ラ

、〈
闘
〉
で
は
こ
こ
の
み
に
見
え
る
。

〈
名
義
抄
〉
「　

ア

ヒ
ラ

ス
、
オ
ク
」
（
法
下
五
九
）。
朱
筆
の
書
入
れ
に
見
る
よ

う
に
、「
冥
」
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。
　

〇
努
々
御
披
露
有
る
べ
か
ら
ず
候

ふ
　

決
し
て
伊
東
の
地
を
出
て
行
く
こ
と
を
人
に
知
ら
せ
な
い
で
く
だ
さ
い

の
意
。
〈
闘
〉
の
独
自
本
文
。
　

〇
入
道
の
為
に
、
其
れ
程
に
思
ひ
籠
め
ら
れ

た
る
上
は
、
頼
朝
此
の
所
を
立
ち
忍
ぶ
と
雖
も
、
来
た
る
べ
き
殃
を
ば
遁
る

べ
か
ら
ず
　

や
や
分
か
り
づ
ら
い
本
文
だ
が
、
近
似
本
文
は
次
の
よ
う
に
見

ら
れ
る
。〈
延
・
盛
〉「
入
道
ニ
思
ヒ
懸
ラ
レ
テ
ハ
、
イ
ヅ
ク
ヘ
カ
ハ
遁
ル
ベ
キ
」

（
〈
延
〉
巻
四
―
一
四
〇
オ
）
、
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
「
但

（
シ
）

佐
様

に

被
（
ラ
レ
）ナ

ン
二

思

懸
（
カ
ケ
）一

上
は

、
在

と
も

レ

何
（
イ
ヅ
ク
）

に

当
国

の

内
に
て
は

可
シレ

難
か
ル

レ

遁
（
レ
）

」（
三
九
頁
）、
流
布
本
『
曽

我
物
語
』「
ま
こ
と
に
思
ひ
か
け
ら
れ
な
ば
、
い
づ
く
へ
ゆ
き
て
も
の
が
る
べ

き
か
」
（
一
〇
九
頁
）
。
入
道
が
私
を
夜
討
に
し
よ
う
と
ま
で
決
心
さ
れ
た
以

上
は
、
私
が
こ
の
所
を
発
ち
、
身
を
潜
め
た
と
し
て
も
、
こ
の
後
に
来
る
だ

ろ
う
災
い
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
の
意
。
　

〇
又
我
が
身
に
於

て
は
謬
り
無
け
れ
ば
、
自
害
を
為
る
に
は
及
ば
ず
　

近
似
本
文
は
次
の
よ
う

に
見
ら
れ
る
。〈
延
・
盛
〉「
身
ニ
ア
ヤ
マ
ツ
事
無
レ
バ
、
又
自
害
ヲ
ス
ベ
キ

ニ
モ
非
」（〈
延
〉
巻
四
―
一
四
〇
オ
）、
真
名
本
『
曽
我
物
語
』「
而

は
と
て

亦
无

ク二

誤
た
る

事
モ一

无
（
ク
）

二

左
右
一

不
レ

及
二

自
害

を
も
す
る
に

一

」（
三
九
頁
）、
流
布
本
『
曽
我
物
語
』

「
さ
れ
ど
も
、左
右
な
く
自
害
す
る
に
お
よ
ば
ず
」（
一
〇
九
頁
）。
　

〇
汝
が
志
、

生
々
世
々
に
も
忘
れ
難
し
　

〈
闘
〉
の
独
自
本
文
。〈
延
・
盛
〉「
只
命
ニ
任
セ

テ
コ
ソ
ア
ラ
メ
」（
〈
延
〉
巻
四
―
一
四
〇
オ
）。
た
だ
運
命
に
任
せ
て
み
よ
う

の
意
。
真
名
本
『
曽
我
物
語
』「
可

（
シ
ト
）

レ

計
ヒ
下

二

吉
（
キ
）

様
に一

」（
三
九
頁
）。
流
布

本
『
曽
我
物
語
』
で
は
、伊
東
九
郎
か
ら
報
告
を
受
け
た
頼
朝
は
、「
い
か
さ
ま
、

わ
れ
を
た
ば
か
る
に
こ
そ
と
て
、
う
ち
と
け
た
ま
ふ
事
な
し
」
と
し
て
、
前

項
の
本
文
に
続
い
て
、「
人
手
に
か
ゝ
ら
ん
よ
り
は
、
な
ん
ぢ
、
は
や
く
頼
朝

が
首
を
と
り
て
、
父
入
道
に
見
せ
よ
」（
一
〇
九
頁
）
と
言
う
。
す
る
と
、
伊

東
九
郎
は
、
伊
豆
山
権
現
と
箱
根
権
現
と
に
、
偽
り
な
き
こ
と
を
誓
っ
た
と

こ
ろ
、
頼
朝
は
大
い
に
喜
ん
で
、「
か
や
う
に
つ
げ
し
ら
す
る
心
ざ
し
な
ら
ば
、

い
か
に
も
よ
き
や
う
に
あ
ひ
は
か
ら
い
候
へ
」（
一
〇
九
頁
）
と
、真
名
本
『
曽

我
物
語
』
に
近
似
し
た
本
文
が
続
く
。

【
原
文
】

十
一
　

頼
朝同

十
一
月
下
旬
之
比

嫁
北
条
嫡
女
事

右
兵
衛
佐
召
（
二
）

定
―

綱
盛
―

長
ヲ一

言
ハ

祐
―

親
入
―

道
可
討
頼
―

朝
ヲ一

之
由
蜜

カ
ニ

聞
二

得
タ
リ

此
ヲ一

設
ヒ

頼
―

朝
一
人

コ
ソ

雖
被

ル

討
（
一
）

己
―

等
不
可
討
（
一
）

己
―

等
食
―

項
留
此

ニ（
一
）

後
―

日
ニ

可
レ

尋
二

頼
―

朝
ヲ一

言
盛
―

長
定
―

綱
申

ハ

所
詮
候
彼
入
―

道
不
思
―

立
（
一
）

之
前

ニ

還
テ
1

欲
討
此

ヲ（
一
）

候
ト
テ

彼
―

等
二
人▽

二
三
ウ

思
―

切
テ

出
―

立
ケ
レ
ハ

右
兵
衛
佐
言

ハ

兼
テ

如
言
（
一
）

未
タル

討
父

ノ

敵
清
盛
入
道

ヲ一

之
間
雖
レ

有
ト二

何
―

事
一

我
不
可
騒
（
一
）

相
―

構
ヘ
テ

汝
―

等
可
抑

ヘ

静
一

乗
二

大
―

黒
鹿
―

毛
ト

云
馬

ニ一

相
―二

具
シ

鬼
―

武
ト

云
舎
―

人
ヲ一

八
月
十
七
日

ノ

夜
半
計

ニ

打
―

出
伊
―

東
館

ヲ一

馳
―

越
ケ
リ

北
―

条
ヘ一

夜
（
モ
）

漸
ク

明
ケ
レ
ハ

定
―

綱
盛
―

長
追
跡

ヲ一

尋
―

行
ヌ

右
兵
衛
佐
祈
―

念
シ
テ

被
（
レ
）

申
者
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（
四

）
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南
無
帰
命
頂
礼
八
幡
三
所
可
聞
―

食
（
一
）

頼
―

朝
之
先
―

祖
伊
与
守
頼
―

義
朝
臣
迫

シ

奥
―

州
ノ

貞
―

任
ヲ一

之
時
以

テ

嫡
―

男
義
―

家
ヲ一

為
八
幡
大
菩
薩

ノ

氏
―

子
ト一

其
名

ヲ

号
二

八
幡
大
郎

ト一

依

此
（
一
）

大
菩
薩
至

マ
テ

氏
―

子
ニ一

有
下

可
ト

護
云
御
誓
上

然
ニ

頼
―

朝
者
是
自
二

八
幡
殿
一

四
代

ノ

氏
―

子
也
可
然
（
一
）

者
八
幡
大
菩
薩
日
―

本
―

国
ヲ

頼
―

朝
ニ

令
二

打
―

随
一

給
ヘ

欲
ト

打
―二

取
頼
―

朝
之
子

敵
伊
―

東
ノ

入
道

ヲ
（
一
）

言
了▽

二
四
オ

テ

二
所
権
現

ニ

被
致
精
―

誠
ヲ一

同
十
一
月
下
旬
之
比
右
兵
衛
佐
伊
―

東
之
娘

ニ

猶
不

ス

懲コ
リ（

一
）

北
条

ノ

四
郎
之

―

愛
ノ

嫡
―

女
ニ

秘
ニ―

忍
テ

被
通
（
一
）

有
ケ
リ

二

不
此
―

世
契

ニ一

故
ニ

慇
ニ

結
ヒ

階
―

老
ヲ一

時
―

政
ハ

夢
ニ
モ

不
（
レ
）

知
（
二
）

此
―

事
ヲ一

北
―

条
勤

メ
テ

二

大
―

番
ヲ一

下
ケ
ル

―

程
ニ

従
シ
テ

路
一

而
聞
二

此
―

事
ヲ一

乍
大

ニ―

驚
一

歎
―二

恐
シ
カ

平
―

家
威

ヲ一

故
ニ

同
―

道
シ
テ

下
―

向
シ
ケ
ル

平
―

家
ノ

侍
伊
―

豆
ノ

目
―

代
和
―

泉
ノ

判
―

官
兼
―

隆
ニ

令
約
―

束
一

然
―

間
同
十
二
月
二
日
取
―二

還
於
娘

ヲ一

渡
ス

目
―

代
兼
―

隆
之
許

ヘ一

雖
然
（
一
）

女
―

房
都

テ

不
（
レ
）

靡
未
（
レ
）

成
（
二
）

亥
―

剋
ニ（

一
）

以
前

ニ

秘
ニ

逃
―

出
テ

彼

所
ヲ一

速
ニ

致
レ
リ

伊
豆
御
―

山
宿
―

坊
ニ一

被
ケ
レ
ハ

立
使
―

者
於
頼
―

朝
許

ヘ一

十
日
右
兵
衛
佐
上
鞭
一

馳
―

来
ル

目
―

代
雖
聞
―

及
ト

此
ヲ（

一
）

彼
―

山
者

ハ

為
大
衆
強
―

所
（
一
）

之
間
輙

モ

難
（
レ
）

取
（
一
）

兼
―

隆
者

不
及
力
（
一
）

止
ニ
ケ
リ

北
―

条
聞
此
（
一
）

令
レ

勘
二―

当
娘

ヲ一

【
釈
文
】

十
一
　

頼
朝
、
北
条
の
嫡
女
に
嫁
す
る
事
〔
同
じ
き
十
一
月
下
旬
の
比
〕

　

右
兵
衛
佐
、
定
綱
・
盛
長
を
召
し
て
言
ひ
け
る
は
、「
祐
親
入
道
、
頼
朝
を
討
つ
べ
き
由
、
密
（
蜜
）
か
に
此
れ
を
聞
き
得
た
り
。
設
ひ
頼
朝
一
人
こ
そ
討
た
る
る
と
雖
も
、

己
等
は
討
た
る
べ
か
ら
ず
。
己
等
、
食
頃
（
項
）
此こ

こ

に
留
ま
り
、
後
日
に
頼
朝
を
尋
ぬ
べ
し
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
盛
長
・
定
綱
申
し
け
る
は
、「
詮
じ
候
ふ
所
、
彼
の
入
道

思
ひ
立
た
ざ
る
前さ

き

に
、
還
つ
て

1

此
れ
を
討
た
ん
と
欲お

も

ひ
候
ふ
」
と
て
、
彼
等
二
人▽

二
三
ウ

思
ひ
切
つ
て
出
で
立
ち
け
れ
ば
、
右
兵
衛
佐
言
ひ
け
る
は
、「
兼
ね
て
言
ひ
し
が

ご
と
く
、
未
だ
父
の
敵

か
た
き

清
盛
入
道
を
討
た
ざ
る
間
、
何
事
の
有
る
と
雖
も
我
と
騒
く
べ
か
ら
ず
。
相
ひ
構
ヘ
て
、
汝
等
抑
ヘ
静
む
べ
し
」
と
て
、
大お

ほ

黒く
ろ

鹿か

毛げ

と
云
ふ
馬
に
乗
り
、

鬼お
に

武た
け

と
云
ふ
舎
人
を
相
ひ
具
し
、
八
月
十
七
日
の
夜
半
ば
か
り
に
、
伊
東
の
館
を
打
ち
出
で
て
、
北
条
ヘ
馳
せ
越
え
け
り
。
夜
も
漸

や
う
や

く
明
け
け
れ
ば
、
定
綱
・
盛
長
跡
を
追

ひ
、
尋
ね
行
き
ぬ
。

　

右
兵
衛
佐
、
祈
念
し
て
申
さ
れ
け
る
は
、「
南な

無む

帰き

命
み
や
う

頂
ち
や
う

礼ら
い

、
八
幡
三
所
聞
こ
し
食
す
べ
し
。
頼
朝
の
先
祖
伊
与
守
頼
義
朝
臣
、
奥
州
の
貞
任
を
迫せ

め
し
時
、
嫡
男
義

家
を
以
て
八
幡
大
菩
薩
の
氏
子
と
為
て
、
其
の
名
を
八
幡
太
（
大
）
郎
と
号
す
。
此
れ
に
依
つ
て
、
大
菩
薩
、
氏
子
に
至
る
ま
で
護
る
べ
し
と
云
ふ
御
誓
ひ
有
り
。
然
る
に

頼
朝
は
是
れ
八
幡
殿
よ
り
四
代
の
氏
子
な
り
。
然
る
べ
く
は
八
幡
大
菩
薩
、
日
本
国
を
頼
朝
に
打
ち
随
は
し
め
た
ま
ヘ
。
頼
朝
の
子
の
敵
、
伊
東
の
入
道
を
打
ち
取
ら
ん
と

欲お
も

ふ
」
と
言

の
た
ま

ひ
了▽

二
四
オ

て
、
二
所
権
現
に
精せ

い

誠ぜ
い

を
致
さ
る
。

　

同
じ
き
十
一
月
下
旬
の
比
、
右
兵
衛
佐
、
伊
東
の
娘
に
猶
懲コ

り
ず
、
北
条
の
四
郎
の

愛
の
嫡
女
に
、
秘
か
に
忍
び
て
通
は
れ
け
り
。
此
の
世
な
ら
ぬ
契
り
に
て
有
り
け

り
。
故

こ
と
さ
ら 

に
慇

ね
ん
ご
ろに

偕
（
階
）
老
を
結
び
ぬ
。
時
政
は
夢
に
も
此
の
事
を
知
ら
ず
。
北
条
、
大
番
を
勤
め
て
下
り
け
る
程
に
、
路
よ
り
し
て
此
の
事
を
聞
き
、
大
き
に
驚
き
な

が
ら
、
平
家
の
威
を
歎
き
恐
れ
し
が
故
に
、
同
道
し
て
下
向
し
け
る
平
家
の
侍
、
伊
豆
の
目
代
和
泉
の
判
官
兼
隆
に
約
束
せ
し
む
。
然
る
間
、
同
じ
き
十
二
月
二
日
、
娘
を

取
り
還
し
、
目
代
兼
隆
の
許
ヘ
渡
す
。
然
り
と
雖
も
、
女
房
都す

べ

て
靡
か
ず
。
未
だ
亥
の
剋
に
成
ら
ざ
る
以
前
に
、
秘
か
に
彼
の
所
を
逃
れ
出
で
て
、
速
や
か
に
伊
豆
の
御
山

の
宿
坊
に
致
れ
り
。
使
者
を
頼
朝
の
許
ヘ
立
て
ら
れ
け
れ
ば
、
十
日
、
右
兵
衛
佐
、
鞭
を
上
げ
て
馳
せ
来
た
る
。
目
代
此
れ
を
聞
き
及
ぶ
と
雖
も
、
彼
の
山
は
大
衆
強こ

は

き
所
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（
五

）

【
注
解
】〇
頼
朝
、北
条
の
嫡
女
に
嫁
す
る
事〔
同
じ
き
十
一
月
下
旬
の
比
〕

　

「
十
一

月
下
旬
の
比
」
と
は
、
本
文
中
に
、
頼
朝
が
時
政
の
嫡
女
政
子
に
通
い
始
め
た
月

日
と
し
て
「
同
じ
き
十
一
月
下
旬
の
比
」
と
し
て
記
載
が
あ
る
。「
同
じ
き
」
と
は
、

前
段
に
記
さ
れ
る
嘉
応
元
年
（
一
一
六
九
）
を
指
す
。
　

〇
右
兵
衛
佐
、
定
綱
・

盛
長
を
召
し
て
言
ひ
け
る
は
　

先
に
も
、〈
闘
〉
の
独
自
記
事
と
し
て
、
頼
朝
が

定
綱
や
盛
長
に
、
伊
東
三
女
の
こ
と
を
相
談
す
る
場
面
が
あ
っ
た
。
定
綱
や
盛
長

に
つ
い
て
は
、
本
全
釈
の
注
解
「
流
人
右
兵
衛
佐
頼
朝
、
藤
九
郎
盛
長
・
佐
々
木

太
郎
定
綱
を
召
し
て
言
ひ
け
る
は
」（
一
一
―
一
一
頁
）
参
照
。
当
該
記
事
の
類

似
記
事
と
し
て
は
、〈
延
・
盛
〉「
野
三
刑
部
成
綱
、
足
立
藤
九
郎
盛
長
ナ
ド
ニ
仰

合
ケ
ル
ハ
」（〈
延
〉
巻
四
―
一
四
〇
オ
～
一
四
〇
ウ
。〈
盛
〉
は
「
成
綱
」
を
「
野

三
刑
部
盛
綱
」〔
3
―
九
二
頁
〕
と
す
る
）、
真
名
本
『
曽
我
物
語
』「
佐
殿
盛
長

盛
綱

と
て

朝
夕
不

ルレ

離
二

御
身

を一

侍
有

（
リ
）

二

二
人
一

、
合

て二

彼
等

に一

被
レけ

る
は

仰
」（
三
九
頁
）。

ま
た
、
流
布
本
『
曽
我
物
語
』
に
は
、
こ
の
後
に
、
頼
朝
か
ら
「
い
か
に
も
よ
き

や
う
に
あ
ひ
は
か
ら
い
候
へ
」
と
言
わ
れ
た
祐
親
の
子
祐
清
が
「
藤
九
郎
盛
長
、

弥
三
郎
成
綱
を
ば
、
君
御
座
の
や
う
に
て
、
し
ば
ら
く
こ
れ
に
お
か
れ
候
べ
し
」

（
一
〇
九
頁
）
と
進
言
す
る
場
面
が
あ
る
。
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
の
「
盛
綱
」
は
、

「
成
綱
」
の
誤
り
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
佐
々
木
秀
義
の
子
、
定
綱
の
弟
で
、
頼

朝
に
近
侍
し
た
盛
綱
か
。〈
延
〉
の
「
野
三
刑
部
成
綱
」
は
、野
三
大
夫
成
任
の
子
、

野
三
刑
部
丞
成
綱
（「
小
野
氏
系
図
」
続
群
書
七
上
―
一
一
八
頁
）
と
も
、
野
大

夫
成
朝
の
子
、
小
野
野
三
刑
部
丞
尾
張
国
守
護
成
綱
（「
小
野
朝
臣
」『
古
代
氏
族

系
譜
集
成
』
上
―
二
八
五
～
二
八
六
頁
）
か
。
成
綱
は
、横
山
党
小
野
の
出
自
で
、

横
山
党
は
頼
朝
没
後
、
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
の
和
田
の
乱
で
大
き
な
打
撃
を

受
け
、
成
綱
の
子
盛
綱
は
承
久
京
方
武
士
と
な
っ
た
と
も
伝
え
、
十
三
世
紀
中
葉

に
は
勢
力
を
失
っ
た
の
に
対
し
、
佐
々
木
定
綱
は
、
父
秀
義
が
平
治
の
乱
に
義
朝

に
与
し
た
た
め
、
本
領
の
近
江
国
佐
々
木
庄
を
離
れ
、
そ
の
子
の
四
兄
弟
は
山
木

の
挙
兵
以
来
の
幕
府
の
創
設
事
業
に
貢
献
し
、
全
国
各
地
に
敷
衍
し
た
。
福
田
豊

彦
は
、
以
下
の
発
言
は
、
幕
府
成
立
後
も
、
荘
園
領
家
や
京
都
の
権
門
と
衝
突
し
、

幾
度
も
配
流
さ
れ
る
定
綱
の
方
が
適
任
と
も
考
え
ら
れ
る
と
し
、〈
闘
〉
作
者
ま

た
は
こ
の
説
話
の
製
作
者
が
、
既
に
子
孫
も
絶
え
た
小
野
成
綱
の
代
役
を
「
し
た

た
か
者
」
の
佐
々
木
定
綱
に
振
り
替
え
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
と
す
る
（
四
七

頁
）。
本
全
釈
の
注
解
「
定
綱
は
苟
く
も
宇
多
天
皇
の
後
胤
、
近
江
源
氏
の

中

な
り
」（
一
一
―
一
四
頁
）
参
照
。
　

〇
設
ひ
頼
朝
一
人
こ
そ
討
た
る
る
と
雖
も
、

己
等
は
討
た
る
べ
か
ら
ず
…
　

祐
親
の
狙
い
は
頼
朝
一
人
に
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、

お
前
達
は
討
た
れ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
だ
の
意
。
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
の

「
各
々

に

不
レ

可
レ

有
二

別
の

事
一

、
只
此

の

家
に

是
（
カ
ク
）て

可
レ

候
」（
三
九
頁
）
は
、〈
闘
〉
本

文
に
近
似
す
る
。〈
延
・
盛
〉「
頼
朝
一
人
遁
出
ム
ト
思
也
。
コ
ヽ
ニ
テ
助
親
法
師

ニ
無
故
一

命
ヲ
失
ハ
ム
事
、
云
甲
斐
無
ル
ベ
シ
。
汝
等
カ
ク
テ
ア
ラ
バ
頼
朝
ナ
ト

人
知
ベ
カ
ラ
ズ
」（〈
延
〉
巻
四
―
一
四
〇
ウ
。
傍
線
部
は
、〈
盛
〉「
ナ
シ
ト
」

〔
3
―
九
三
頁
〕）。
お
前
達
が
こ
こ
に
い
れ
ば
、
頼
朝
が
姿
を
く
ら
ま
せ
た
と
は

人
は
ど
う
し
て
知
ろ
う
の
意
で
、
二
人
を
こ
こ
に
残
し
、
頼
朝
が
逃
げ
る
こ
と
を
、

い
ず
れ
も
頼
朝
が
言
い
出
す
形
。
一
方
、
流
布
本
『
曽
我
物
語
』
の
場
合
は
、
祐

親
の
子
祐
清
が
、「
藤
九
郎
盛
長
、
弥
三
郎
成
綱
を
ば
、
君
御
座
の
や
う
に
て
、

し
ば
ら
く
こ
れ
に
お
か
れ
候
べ
し
。
君
は
、
大
鹿
毛
に
め
さ
れ
て
、
鬼
武
ば
か
り

め
し
具
し
、北
条
へ
御
し
の
び
候
へ
」（
一
〇
九
頁
）
と
言
っ
た
と
す
る
独
自
の
形
。
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た
る
間
、
輙

た
や
す

く
も
取
り
難
し
。
兼
隆
は
力
及
ば
ず
止
み
に
け
り
。
北
条
此
れ
を
聞
き
、
娘
を
勘
当
せ
し
む
。

【
校
異
・
訓
読
】
1
〈
全
注
闘
〉
は
、「
此
れ
を
討
ち
候
は
ん
」（
上
―
一
六
四
頁
）
と
読
む
が
、
返
り
点
に
従
っ
て
掲
出
の
よ
う
に
読
ん
だ
。



源平闘諍録全釈（一三―巻一上⑬（二二ウ 8 ～二四オ 9））

（
六

）

い
た
よ
う
に
、
父
義
朝
の
敵
清
盛
入
道
を
討
た
な
い
間
は
、
何
事
が
あ
ろ
う
と
も

自
分
か
ら
騒
ぐ
よ
う
な
こ
と
は
す
る
な
。
よ
く
よ
く
自
重
せ
よ
の
意
。「
兼
ね
て

言
ひ
し
が
ご
と
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
先
に
も
千
鶴
御
前
誕
生
に
際
し
、
頼
朝
は

「
此
の
子
十
五
に
成
ら
ん
時
、
伊
東
・
北
条
を
相
ひ
具
し
て
先
陣
に
打
た
せ
、
定
綱
・

盛
長
を
指
し
廻
ら
し
、
東
国
の
勢
を
招
き
、
頼
朝
都
に
馳
せ
上
つ
て
、
父
の
敵
清

盛
を
打
た
ん
と
欲
ふ
」（
本
全
釈
一
一
―
九
頁
）
と
言
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ

の
後
の
頼
朝
の
祈
念
「
然
る
べ
く
は
八
幡
大
菩
薩
、
日
本
国
を
頼
朝
に
打
ち
随
は

し
め
給
へ
」
と
は
、
厳
密
に
言
え
ば
整
合
し
な
い
。
な
お
、「
清
盛
入
道
」
と
言

う
点
に
つ
い
て
、
清
盛
の
出
家
は
、
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
二
月
十
一
日
の
こ

と
。〈
闘
〉
は
伊
東
祐
親
が
大
番
役
が
終
わ
り
、
京
か
ら
下
向
し
た
日
を
嘉
応
元

年
（
一
一
六
九
）
七
月
の
こ
と
と
し
て
い
て
問
題
は
な
い
が
。
そ
れ
に
関
連
す
る

問
題
は
、本
全
釈
の
注
解
「
嘉
応
元
年
〈
己
（
巳
）
丑
〉
七
月
十
一
日
」（
一
二
―
六
頁
）

を
参
照
の
こ
と
。
　

〇
大
黒
鹿
毛
と
云
ふ
馬
に
乗
り
、
鬼
武
と
云
ふ
舎
人
を
相
ひ

具
し
　

〈
延
・
盛
〉
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
は
い
ず
れ
も
、「
大
鹿
毛
ト
云
馬
ニ
乗

リ
、
鬼
武
ト
云
舎
人
バ
カ
リ
ヲ
具
シ
テ
」（〈
延
〉
巻
四
―
一
四
〇
ウ
）
と
す
る
。

流
布
本
『
曽
我
物
語
』
は
、
祐
親
の
子
祐
清
が
「
君
は
、
大
鹿
毛
に
め
さ
れ
て
、

鬼
武
ば
か
り
め
し
具
し
、
北
条
へ
御
し
の
び
候
へ
」（
一
〇
九
頁
）
と
言
っ
た
と

す
る
。
鬼
武
は
系
譜
等
未
詳
。
　

〇
八
月
十
七
日
の
夜
半
ば
か
り
に
、
伊
東
の
館

を
打
ち
出
で
て
、
北
条
へ
馳
せ
越
え
け
り
　

頼
朝
が
、
伊
東
の
地
を
出
た
日
を
、

〈
延
・
盛
〉
は
「
夜
半
バ
カ
リ
」（〈
延
〉
巻
四
―
一
四
〇
ウ
）
と
す
る
の
み
だ
が
、

真
名
本
『
曽
我
物
語
』
は
、「
如
法

の

夜
半

な
る
に

…
…
比

は

八
月
下
旬

の

事
な
る
に

」

（
三
九
～
四
〇
頁
）、
流
布
本
『
曽
我
物
語
』
は
「
頃
は
、
八
月
下
旬
の
事
な
る
に
」

（
一
一
〇
頁
）
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
頼
朝
は
八
月
十
七
日
（
下
旬
）
に
、
伊

東
か
ら
北
条
へ
逃
れ
た
と
す
る
の
だ
が
、『
吾
妻
鏡
』
は
、
別
の
事
情
を
次
の
よ

　

〇
己
等
、
食
頃
（
項
）
此
に
留
ま
り
、
後
日
に
頼
朝
を
尋
ぬ
べ
し
　

本
文
異
同

に
つ
い
て
は
、
前
項
参
照
。「
食
頃
」
を
、〈
全
注
闘
〉
は
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』

の
見
解
（
三
―
三
二
〇
頁
）
を
採
用
し
、「
し
よ
く
け
い
」
と
読
み
、「
食
事
を
す

る
く
ら
い
の
わ
ず
か
な
時
間
。
し
ば
ら
く
。
ま
も
な
く
」（
上
―
一
六
五
頁
）
の

意
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
訓
読
符
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
別

の
読
み
が
必
要
と
な
ろ
う
。『
三
教
指
帰
』
に
「
食
頃
蘇
息
。
似
酲
不
言
」（
旧
大

系
一
三
七
頁
）
と
あ
り
、
そ
の
訓
読
文
を
「
食し

ば
ら
く頃

あ
つ
て
蘇そ

息そ
く

し
て
酲

さ
か
や
ま
ひに

似
て

言も
の
いは

ず
」
と
す
る
よ
う
に
、「
食
頃
」
は
、「
し
ば
ら
く
」
と
読
ん
で
良
か
ろ
う
。

お
前
達
は
、
暫
く
こ
こ
に
留
ま
り
、
後
日
に
私
を
訪
ね
よ
の
意
。
　

〇
詮
じ
候
ふ

所
、
彼
の
入
道
思
ひ
立
た
ざ
る
前
に
、
還
つ
て
此
れ
を
討
た
ん
と
欲
ひ
候
ふ
　

「
詮

じ
候
ふ
所
」
を
、〈
全
注
闘
〉
は
、「
所し

よ

詮せ
ん

候ざ
う
らふ

」（
上
―
一
六
四
頁
）
と
読
む
が
、

掲
出
の
読
み
が
良
い
か
。〈
延
〉「
所
詮
候
一

只
コ
ザ
カ
シ
キ
申
状
ニ
テ
ハ
候
ヘ
ド
モ
」

（
巻
三
―
八
三
ウ
）。
盛
長
と
定
綱
が
、
結
局
、
あ
の
入
道
が
夜
討
を
決
起
す
る
前

に
、先
手
を
打
っ
て
入
道
を
討
と
う
と
思
い
ま
す
と
の
言
は
、〈
闘
〉
独
自
の
趣
向
。

先
に
も
、〈
闘
〉
の
独
自
記
事
と
し
て
、
伊
東
三
女
の
件
を
相
談
す
る
頼
朝
に
対

し
て
、
盛
長
は
自
重
を
求
め
た
の
に
対
し
、
定
綱
は
「
内
々
仰
せ
ら
れ
ん
に
、
若

し
用
ゐ
ず
ば
、
則
ち
我
等
此
れ
を
抑
へ
て
取
る
べ
し
」（
本
全
釈
一
一
―
九
頁
）

と
強
硬
論
を
唱
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
設
定
に
も
近
い
も
の
が
あ
る
。
但
し
、
真

名
本
『
曽
我
物
語
』
に
も
や
や
近
似
し
た
本
文
が
見
ら
れ
る
。「
或
人

の

申
け
る
は

、

左
（
ト
カ
ク
）

右
思
食

（
シ
）

切
ツ
ヽ

、
一
矢

（
ヤ
）

射
て

敵
の

一
人

な
り
と
も

討
取

て

成
（
リ
）

二

左
（
ト
）に

も

右
（
カ
）一

に
も

候
は
ヤ
と

申
ケ
レ
は

」

（
三
九
頁
）。
或
人
の
言
で
あ
り
、
祐
親
を
討
つ
の
で
は
な
く
、「
敵
の
一
人
な
り

と
も
」
討
っ
て
何
と
で
も
な
り
ま
し
ょ
う
と
す
る
点
異
な
る
。
　

〇
兼
ね
て
言
ひ

し
が
ご
と
く
、
未
だ
父
の
敵
清
盛
入
道
を
討
た
ざ
る
間
、
何
事
の
有
る
と
雖
も
我

と
騒
く
べ
か
ら
ず
。
相
ひ
構
ヘ
て
、
汝
等
抑
ヘ
静
む
べ
し
　

か
ね
て
か
ら
言
っ
て
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（
七

）

う
に
記
す
。「
去
安
元
々
年
九
月
之
比
、
祐
親
法
師
欲
レ

奉
レ

誅
二

武
衛
一

。
九
郎
聞
二

此
事
一

、
潜
告
申
之
間
、
武
衛
逃
二

走
湯
山
一

給
」（
寿
永
元
年
二
月
十
五
日
条
）。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
頼
朝
は
、
安
元
元
年
（
一
一
七
五
）
九
月
の
頃
に
、
伊
東
か
ら

走
湯
山
に
逃
げ
た
と
す
る
。
こ
の
記
録
を
前
提
と
し
て
、後
藤
丹
治
は
、『
吾
妻
鏡
』

元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
四
月
二
十
一
日
条
・
六
月
二
十
七
日
条
の
志
水
冠
者
に

関
わ
る
記
事
か
ら
す
れ
ば
、
大
姫
は
元
暦
元
年
当
時
に
決
し
て
幼
少
だ
っ
た
と
は

思
わ
れ
な
い
と
し
て
、「
元
暦
元
年
に
既
に
こ
の
年
配
に
達
し
た
息
女
を
持
つ
た

頼
朝
と
政
子
と
は
、
少
な
く
と
も
承
安
年
代
に
は
結
婚
し
て
ゐ
た
も
の
と
見
ね
ば

な
ら
な
い
」（
三
三
五
頁
）
と
し
た
。
こ
の
論
に
従
う
な
ら
ば
、
福
田
晃
の
指
摘

す
る
よ
う
に
、
北
条
に
至
り
政
子
と
契
っ
て
。
の
ち
政
子
に
迎
え
ら
れ
て
伊
豆
山

に
籠
も
っ
た
と
す
る
説
話
部
分
は
虚
構
で
あ
っ
て
、
頼
朝
は
伊
東
よ
り
真
っ
直
ぐ

伊
豆
へ
逃
れ
た
と
い
う
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
を
史
実
と
取
る
の
が
妥
当
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
（
九
〇
頁
）。
　

〇
夜
も
漸
く
明
け
け
れ
ば
、定
綱
・
盛
長
跡
を
追
ひ
、

尋
ね
行
き
ぬ
　

近
似
本
文
は
、〈
延
・
盛
〉
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
に
も
見
え
る
が
、

い
ず
れ
も
こ
の
後
に
続
く
祈
誓
記
事
の
後
に
記
す
。〈
延
〉「
盛
綱
・
盛
長
ハ
、
兵

衛
佐
ノ
ガ
レ
出
給
テ
後
ハ
、
一
筋
ニ
敵
ノ
打
入
ラ
ム
ズ
ル
ヲ
相
待
テ
、
名
ヲ
留
ル

程
ノ
戦
此
時
ニ
有
ト
思
ケ
ル
程
ニ
、
夜
モ
ヤ
ウ

く
明
ニ
ケ
レ
バ
、
各
モ
出
去
ニ

ケ
リ
」（
巻
四
―
一
四
一
オ
）、
真
名
本
『
曽
我
物
語
』「
其

の

後
留
二

り
た
り
け
る

伊
藤

の

御
所

に一

藤
九
郎
盛
長
以
下

の

留
主守

歟
の

人
々

も

、
連

（
ツ
ヾ
）キ

て
二

御
跡

に一

追
々

に

皆
参

け
り

二

北
条

の

御
所

へ一

」

（
四
一
頁
）。
　

〇
南
無
帰
命
頂
礼
、八
幡
三
所
聞
こ
し
食
す
べ
し
…
　

八
幡
三
所
、

「
八
幡
宮
に
ま
つ
ら
れ
た
三
神
。
一
般
に
は
応
神
天
皇
・
神
功
皇
后
・
比
売
神
（
ひ

め
が
み
）
ま
た
は
仲
哀
天
皇
」（〈
日
国
大
〉）。
す
な
わ
ち
、こ
の
後
に
「
大
菩
薩
」

「
八
幡
大
菩
薩
」
と
あ
る
よ
う
に
、〈
延
・
盛
〉、
真
名
本
・
流
布
本
『
曽
我
物
語
』

の
「
八
幡
大
菩
薩
」
に
同
じ
。
　

〇
頼
朝
の
先
祖
伊
与
守
頼
義
朝
臣
　

真
名
本
『
曽

我
物
語
』「
頼
朝

か

先
祖
八
幡
太
郎
義
家

は

」（
四
〇
頁
）。
奥
州
合
戦
に
見
る
よ
う
に
、

こ
の
時
頼
朝
が
強
調
し
た
の
が
曩
祖
将
軍
頼
義
の
故
実
で
あ
っ
た
（
川
合
康
①
）。

し
か
し
、
鎌
倉
時
代
後
期
以
降
、
源
頼
朝
が
「
曩
祖
将
軍
」
と
し
て
崇
拝
し
た
源

頼
義
に
か
わ
っ
て
、
源
義
家
の
英
雄
伝
説
が
東
国
武
士
社
会
で
肥
大
化
し
て
い
っ

た
と
す
る
（
川
合
康
②
五
六
頁
）。
あ
る
い
は
、野
口
実
は
、源
氏
の
先
祖
と
し
て
、

頼
義
に
代
わ
っ
て
義
家
が
登
場
し
て
く
る
の
は
、
南
北
朝
の
動
乱
の
過
程
で
勢
力

を
強
め
た
同
じ
源
氏
系
の
武
田
氏
・
佐
竹
氏
ら
に
対
抗
し
、
庶
流
を
含
め
て
足
利

氏
の
源
氏
に
お
け
る
正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
と
考
え
る
（
二
一
七
頁
）。
真
名

本
『
曽
我
物
語
』
が
、
頼
朝
の
先
祖
を
義
家
と
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
背
景
を
想

定
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
但
し
、〈
闘
〉
の
場
合
は
、
問
題
が
簡
単
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
巻
一
上
の
始
め
に
あ
る
坂
東
平
氏
の
系
譜
記
事
の
「
其
の
子
に
常
長
千

葉
介
大
夫
、
十
二
年
の
合
戦
の
時
、
官
兵
に
駈
ら
れ
、
八
幡
殿
の
御
共
に
有
り
し

が
、
海
道
の
大
手
の
大
将
軍
た
り
」（
四
ウ
）
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
場
合
の

十
二
年
の
合
戦
と
は
、
前
九
年
の
合
戦
を
指
す
（
志
立
正
知
七
七
頁
、
野
中
哲
照

三
七
四
～
三
七
六
頁
）。
こ
こ
で
は
、「
八
幡
殿
御
共
」
と
あ
る
点
が
問
題
と
な
る
。

当
然
こ
こ
は
義
家
で
は
な
く
頼
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
志
立
正
知
は
こ
の
点

を
問
題
と
し
、
あ
え
て
義
家
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
を
求
め
る
千
葉
氏
の

事
情
と
、
義
家
由
来
を
起
点
と
す
る
の
を
常
識
と
す
る
東
国
武
士
社
会
共
通
の
認

識
が
あ
っ
た
と
考
え
る
（
七
二
頁
）。
な
お
、
こ
の
後
の
注
解
「
然
る
に
頼
朝
は

是
れ
八
幡
殿
よ
り
四
代
の
氏
子
な
り
」
参
照
。
　

〇
奥
州
の
貞
任
を
迫
め
し
時
、

嫡
男
義
家
を
以
て
八
幡
大
菩
薩
の
氏
子
と
為
て
、
其
の
名
を
八
幡
太
（
大
）
郎
と

号
す
　

義
家
が
八
幡
太
郎
と
名
乗
っ
た
こ
と
に
関
わ
る
伝
承
は
、
真
名
本
『
曽
我

物
語
』
や
『
平
家
物
語
』
諸
本
、
諸
系
図
等
に
も
記
さ
れ
る
。
真
名
本
『
曽
我
物

語
』「
八
幡
太
郎
義
家

は

、
男
山
石
清
水
参
籠

の

時
の

示
現

に
て

成
ツ二
ヽ

大
菩
薩

の

御
子

と一

、
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（
八

）

潰
え
て
し
ま
う
の
は
残
念
だ
と
す
る
の
だ
が
、
と
言
う
こ
と
は
、
先
に
「
頼
朝

か

先
祖
八
幡
太
郎
義
家

は

」（
四
〇
頁
）
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
こ
も
、
義
家
・
為
義
・

義
朝
・
頼
朝
と
数
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。〈
尊
卑
〉
に
よ
れ
ば
、
為
義
の
実
父

は
義
親
で
、
義
家
に
よ
り
義
忠
の
子
と
さ
れ
源
氏
の
後
継
者
と
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。「
父
滅
亡
之
後
幼
稚
孤
露
、
仍
為
二

祖
父
義
家
朝
臣
命
一

、
備
二

叔
父
義

忠
継
嗣
一

而
義
忠
又
殀
亡
之
後
、
擬
二

祖
父
子
一

、
為
二

直
与
継
子
一

云
々
」（
三
―

二
三
二
頁
）。
し
か
し
、
北
酒
出
本
『
源
氏
系
図
』
を
調
査
し
た
佐
々
木
紀
一
に

よ
れ
ば
、
為
義
は
義
家
の
子
で
あ
り
、
義
親
は
為
義
の
異
腹
の
兄
で
あ
り
、『
殿
暦
』

天
仁
二
年
（
一
一
〇
九
）
二
月
十
七
日
条
に
「
義
家
朝
臣
四
郎
男
為
義
」
と
あ
り
、

『
台
記
』
康
治
元
年
（
一
一
四
二
）
八
月
三
日
条
に
「
義
家
子
」
と
あ
る
よ
う
に
、

為
義
は
義
家
の
実
子
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
（
二
二
～
二
五
頁
）。〈
闘
〉
や
真
名

本
『
曽
我
物
語
』
の
当
該
記
事
に
は
、
そ
う
し
た
事
実
の
反
映
が
あ
る
と
見
る
べ

き
だ
ろ
う
。
但
し
、〈
闘
〉
の
「
八
幡
殿
よ
り
四
代
の
氏
子
」
と
す
る
記
事
は
、

先
の
「
頼
朝
の
先
祖
伊
与
守
頼
義
朝
臣
」
と
す
る
記
事
と
は
、
頼
朝
の
先
祖
を
頼

義
と
す
る
か
義
家
と
す
る
か
と
い
う
問
題
に
揺
れ
を
生
じ
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ

ろ
う
か
。
　

〇
然
る
べ
く
は
八
幡
大
菩
薩
、
日
本
国
を
頼
朝
に
打
ち
随
は
し
め
た

ま
ヘ
。
頼
朝
の
子
の
敵
、
伊
東
の
入
道
を
打
ち
取
ら
ん
と
欲
ふ
　

頼
朝
の
祈
請
を

他
本
は
次
の
よ
う
に
記
す
。〈
延
・
盛
〉「
南
無
帰
命
頂
礼
八
幡
大
菩
薩
、
義
家
朝

臣
ガ
由
緒
ヲ
不
被
捨
一

者
、
征
夷
ノ
将
軍
ニ
至
テ
朝
家
ヲ
護
リ
、
神
祇
ヲ
崇
メ
奉

ベ
シ
。【
其
運
不

ハ

至
ラ一

、
坂
東
八
ヶ
国
ノ
押
領
使
ト
成
ベ
シ
。】
其
レ
猶
不
可
叶
者
、

伊
豆
一
国
ガ
主
ト
シ
テ
、
助
親
法
師
ヲ
召
取
テ
、
其
怨ア

タ

ヲ
報
ヒ
侍
ラ
ム
」（〈
延
〉

巻
四
―
一
四
〇
ウ
。〈
盛
〉
は
、【
　

】
の
記
事
を
欠
く
。
こ
の
記
事
に
続
け
て
、「
其

レ
猶
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、「
べ
し
」
の
目
移
り
（「
崇
メ
奉
ベ
シ
」「
成
ベ
シ
」）

に
よ
る
脱
落
と
考
え
ら
れ
る
）。〈
延
〉
の
場
合
、
巻
五
冒
頭
の
記
事
で
、
頼
朝
が

云
二

八
幡
太
郎

と一

得
た
り

レ

名
を

」（
四
〇
頁
）、〈
覚
〉「
十
三
で
元
服
し
け
る
も
、
八
幡

へ
参
り
八
幡
大
菩
薩
の
御
ま
へ
に
て
、「
我
四
代
の
祖
父
義
家
朝
臣
は
、
此
御
神

の
御
子
と
な
ッ
て
、名
を
ば
八
幡
太
郎
と
号
し
き
」（
上
―
三
四
〇
頁
）、〈
盛
〉「
高

祖
父
頼
義
蒙
夢
告
、
怪
傀
儡
腹
ニ
男
子
ヲ
ナ
ス
。
即
八
幡
ノ
宮
ニ
奉
テ
、
八
幡
太

郎
ト
世
ニ
申
伝
タ
リ
」（
7
―
三
六
五
～
三
六
六
頁
）、〈
尊
卑
〉「
父
頼
義
朝
臣

参
―二

詣
宗
庿
一

。
於
二

社
壇
一

賜
二

三
寸
霊
剣
一

之
由
蒙
二

感
夢
之
告
一

。
…
…
自
下

蒙
二

彼

霊
夢
一

之
月
上

妻
室
懐
胞
、
即
令
三

出
―二

生
男
子
一

畢
。
今
義
家
朝
臣
是
也
。
仍
七
歳

春
於
二

祖
神
社
壇
一

依
レ

加
二

首
服
一

、
号
二

八
幡
太
郎
一

云
々
」（
三
―
二
二
四
頁
）。

義
江
彰
夫
に
よ
れ
ば
、
頼
義
は
康
平
六
年
（
一
〇
六
三
）
を
境
に
崇
拝
の
対
象
を

誉
田
八
幡
か
ら
石
清
水
八
幡
へ
と
転
換
し
て
い
て（
五
～
六
頁
）、そ
れ
を
受
け
て
、

今
野
慶
信
は
、
義
家
と
石
清
水
八
幡
宮
の
関
係
が
強
調
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
と
す
る
（
三
七
頁
）。
但
し
、
義
家
と
同
母
の
二
人
の
弟
た
ち
の
う
ち
、
義
綱

は
賀
茂
社
、
そ
の
下
の
義
光
は
園
城
寺
の
新
羅
明
神
で
そ
れ
ぞ
れ
元
服
し
て
い
る

か
ら
、
義
家
元
服
の
段
階
で
は
、
ま
だ
八
幡
が
氏
神
と
確
定
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
（
元
木
泰
雄
六
七
頁
）。
　

〇
大
菩
薩
、
氏
子
に
至
る
ま

で
護
る
べ
し
と
云
ふ
御
誓
ひ
有
り
　

真
名
本
『
曽
我
物
語
』
は
、「
而

は

自
二リ

シ
て

八

幡
太
郎
一

子
孫

に

不
レセ

シ
ト
コ
ソ

有
ラレ

恙
ツ
ツ
か

有ア

二ン
な
る
に

御
誓

は一

」（
四
〇
頁
）
と
し
、
以
下
、
八

幡
に
関
わ
る
「
八
尽
く
し
」
記
事
が
続
く
。
　

〇
然
る
に
頼
朝
は
是
れ
八
幡
殿
よ

り
四
代
の
氏
子
な
り
　

「
八
幡
殿
よ
り
四
代
の
氏
子
」
と
は
、
義
家
か
ら
数
え
て

為
義
・
義
朝
・
頼
朝
と
数
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
義
家
の
子
義
親
を
省
く
こ
と
に
な

る
。
同
じ
認
識
は
、
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
に
も
、「
八
代
守
護

の

御
誓
空

シ
ク
シ
て

残
二シ

下
は
む
こ
と

四
代

を一

可
シ二

口
惜
一シ

か
ル

」（
四
一
頁
）
と
し
て
見
ら
れ
る
。「
八
尽
く
し
」

記
事
の
関
連
で
、
八
代
守
護
の
御
誓
い
が
あ
る
の
に
、
あ
と
四
代
を
残
し
て
（
と

す
れ
ば
、
八
代
目
と
は
誰
を
想
定
す
る
の
か
興
味
深
い
問
題
だ
が
）
頼
朝
の
代
で
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に
、
頼
朝
の
「
年
来
ノ
宿
意
」
に
触
れ
る
事
も
な
く
、
頼
朝
の
挙
兵
時
に
与
え
ら

れ
た
と
い
う
後
白
河
院
の
院
宣
話
等
の
文
脈
も
削
ぎ
落
と
し
、
ひ
た
す
ら
次
に
続

く
文
覚
話
に
収
束
す
る
形
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
次
に
、
真
名
本
『
曽
我
物

語
』
の
祈
誓
記
事
を
検
討
し
よ
う
。「
八
尽
く
し
」
記
事
に
続
き
、
次
の
よ
う
に

記
す
。「
授

下
ヘ

二

当
国

の

土
民
計

を一

、
断

（
タ
）て二

運
（
ウ
ツ
フ
ン
）

墳
の

腹腸
歟

を一

除
か
む

二

愁
苦

の

悲
を一

、
取

て二

愛
子

の

敵
（
キ
）

伊

藤
の

入
道

か

首
を一

手
―二

向
む
と
ソ

我
子

（
ノ
）

後
生

の

身
代
一（

リ
）に

被
け
る

二

祈
念

セ一

」（
四
一
頁
）。
愛

子
の
敵
伊
東
祐
親
入
道
の
首
を
取
っ
て
、
我
が
子
千
鶴
御
前
の
後
生
の
身
代
わ
り

に
手
向
け
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
記
事
は
、
各
巻
冒
頭
に
内
題
と
し
て
「
本
朝

報
恩
合
戦
謝
徳
闘
諍
集
」
と
記
す
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
と

言
え
よ
う
（
早
川
厚
一
、一
一
八
頁
）。
こ
の
内
題
は
、
作
者
が
兄
弟
の
敵
討
の
性

格
を
、
親
へ
の
報
恩
・
孝
養
（
供
養
）
の
た
め
の
闘
諍
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
の

現
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
東
洋
文
庫
『
真
名
本
曽
我
物
語
』
1
―
四
一
頁
）。

と
す
れ
ば
、〈
闘
〉
も
、「
頼
朝
の
子
の
敵
、
伊
東
の
入
道
を
打
ち
取
ら
ん
と
欲
ふ
」

と
す
る
記
事
を
共
有
す
る
の
は
、
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
に
見
る
形
態
を
引
き
継

ぐ
た
め
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
　

〇
二
所
権
現
　

箱
根
権
現
と
伊
豆
山
権
現
。
注

解「
二
所
権
現
・
三
島
明
神
の
御
宝
殿
に
秘
か
に
願
書
を
ぞ
納
め
ら
れ
け
る
」（
一
一

―
一
七
頁
）
参
照
。
　

〇
同
じ
き
十
一
月
下
旬
の
比
　

頼
朝
が
、
北
条
時
政
の
娘

政
子
に
通
い
始
め
た
日
付
。
先
に
、
頼
朝
が
、
伊
東
の
館
を
出
て
、
北
条
へ
移
っ

た
の
は
、
嘉
応
元
年
（
一
一
六
九
）
八
月
十
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。〈
延
・
盛
〉

は
日
付
は
記
さ
な
い
が
、「
其
後
北
条
四
郎
時
政
ヲ
相
憑
テ
過
給
ケ
ル
ニ
、
又
彼

ガ
娘
ノ
有
ケ
ル
ニ
、
ヒ
ソ
カ
ニ
通
ハ
レ
ケ
リ
」（〈
延
〉
巻
四
―
一
四
一
オ
）
と
記

す
よ
う
に
、
北
条
に
身
を
寄
せ
て
し
ば
ら
く
し
て
政
子
の
も
と
に
通
い
始
め
た
と

す
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
で
は
、
頼
朝
が
北
条

へ
移
っ
た
の
を
、治
承
元
年
（
一
一
七
七
）
八
月
下
旬
の
こ
と
と
す
る
。
し
か
し
、

挙
兵
を
思
い
立
っ
た
理
由
と
し
て
、「
其
故
ハ
、
年
来
ノ
宿
意
モ
サ
ル
事
ニ
テ
、

高
雄
文
学
ガ
勧
ト
ゾ
聞
ヘ
シ
」（
巻
五
―
二
ウ
）と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の「
年

来
ノ
宿
意
」
に
つ
い
て
は
、
巻
四
の
頼
朝
伊
豆
流
離
説
話
の
中
で
具
体
的
に
記
さ

れ
て
い
た
。「
前
兵
衛
佐
頼
朝
ハ
、
去
永
暦
元
年
、
義
朝
ガ
縁
坐
ニ
依
テ
伊
豆
国

ヘ
被
流
罪
タ
リ
ケ
ル
ガ
、
武
蔵
・
相
撲

（
模
）

・
伊
豆
・
駿
河
ノ
武
士
共
、
多
ハ
頼
朝
ガ

父
祖
重
恩
ノ
輩
也
。
其
好
ミ
忽
ニ
可
忘
一

ナ
ラ
ネ
バ
、当
時
平
家
ノ
恩
顧
ノ
者
ノ
外
、

頼
朝
ニ
心
ヲ
カ
ヨ
ハ
シ
テ
、
軍
ヲ
発
サ
バ
命
ヲ
可
奇

（
棄
）

之
由
シ
メ
ス
者
、
其
数
有
ケ

レ
バ
、
頼
朝
モ
又
心
ニ
深
ク
思
キ
ザ
ス
事
有
テ
、
世
ノ
ア
リ
サ
マ
ヲ
伺
ヒ
テ
ゾ
年

月
ヲ
送
ケ
ル
」（
巻
四
―
一
三
七
ウ
～
一
三
八
オ
）。
頼
朝
が
配
流
さ
れ
た
伊
豆
ば

か
り
で
な
く
、
武
蔵
・
相
模
・
駿
河
の
父
祖
重
恩
の
武
士
達
も
、
昔
の
恩
顧
を
忘

れ
ず
、
頼
朝
が
戦
を
起
こ
し
た
な
ら
ば
す
ぐ
に
で
も
駆
け
つ
け
よ
う
と
す
る
者
達

で
あ
っ
た
た
め
、
心
に
深
く
秘
め
る
も
の
が
あ
る
頼
朝
も
、
世
間
の
様
子
を
窺
い

な
が
ら
年
月
を
送
っ
て
い
た
と
す
る
。
さ
ら
に
、
頼
朝
の
思
い
が
、
よ
り
具
体
的

に
記
さ
れ
る
の
が
、
先
に
引
い
た
祈
請
場
面
の
一
節
で
あ
る
。
そ
の
折
の
、
頼
朝

の
第
一
の
祈
請
は
、
我
が
子
を
殺
し
自
分
の
命
を
狙
う
祐
親
の
討
滅
を
誓
う
言
葉

で
は
な
い
。平
家
討
滅
を
直
接
に
誓
う
言
葉
で
は
な
い
が
、八
幡
神
に
頼
朝
が
祈
っ

た
の
は
、
自
分
こ
そ
、
征
夷
の
将
軍
と
な
り
、
朝
家
を
護
り
神
祇
を
崇
め
よ
う
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
場
合
の
「
征
夷
の
将
軍
」
と
は
、
征
夷
大
将

軍
の
意
で
は
な
く
、
櫻
井
陽
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
武
士
の
大
将
軍
」
の
意

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
頼
朝
は
、
平
家
に
代
わ
っ
て
「
武
士
の
大
将
軍
」
と

な
る
こ
と
を
祈
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
延
慶
本
で
は
、
頼
朝
伊
豆
流

離
説
話
は
、
頼
朝
挙
兵
譚
の
前
に
、
頼
朝
の
「
年
来
ノ
宿
意
」
を
示
す
話
と
し
て
、

周
到
に
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
早
川
厚
一
、一
〇
七
～
一
〇
八

頁
）。
次
に
、〈
盛
〉
の
場
合
、〈
延
〉
に
ほ
ぼ
同
文
で
は
あ
る
が
、〈
延
〉
の
よ
う
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（
一
〇

）

巻
三
冒
頭
の
記
事
で
は
、「
安
元
弐
年
〈
丙
申
〉
年
従
二

三
月
半

（
ノ
）

比
一

、
兵
衛
佐

殿
は

北
条

の

妃
（
ヒ
メ
）に

依
て二

不
レ

浅
御
志
一

欲
セ
シ

レ

通
（
ン
）

二

夜
々
一

程
に

、
姫
君
一
人
御
在

す

」（
四
五

頁
）
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
三
月
半
ば
の
頃
に
頼
朝
は
、

北
条
の
姫
つ
ま
り
政
子
の
も
と
に
通
う
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
姫
君
（
大
姫
）
が

誕
生
し
た
と
す
る
。
つ
ま
り
頼
朝
と
政
子
と
の
関
係
は
、
頼
朝
が
伊
東
の
館
を
脱

出
す
る
以
前
か
ら
始
ま
っ
て
た
こ
と
に
な
る
（〈
全
注
闘
〉
上
―
一
六
六
頁
）。
し

か
し
、
巻
二
末
で
は
、「
其

の

後
時
政

は

相
―二

具
て

嫡
子

の

小
三
郎
宗
時

を一

上
洛

す

、
是

て

送
二下

け
る
か

月
日

を一

、
復

（
タ
）

北
条

の

先
腹

の

妃
（
メ
）

君
被

け
る

レ

通
は二

万
寿
御
前

の

方
ヘ
ソ

一

」（
四
一
～
四
二

頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
時
政
は
、
北
条
に
逃
げ
込
ん
で
き
た
頼
朝
の
世
話
を
小
四

郎
義
時
に
託
し
、
自
身
は
宗
時
を
伴
っ
て
、
大
番
勤
め
に
上
洛
し
た
と
す
る
。
そ

し
て
、「
是
く
て
月
日
を
送
り
た
ま
ひ
け
る
が
」
と
し
て
、
頼
朝
は
、
北
条
の
先

腹
の
姫
君
万
寿
御
前
（
政
子
）
の
方
に
通
っ
た
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
頼
朝
と
政

子
と
の
関
係
は
、頼
朝
が
北
条
に
逃
げ
込
ん
で
以
降
の
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
（〈
延

全
注
釈
〉
巻
四
―
六
九
五
頁
）。
と
す
れ
ば
、
巻
二
末
の
記
事
は
、〈
闘
〉
の
記
事

と
合
致
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
で
は
、
頼
朝
が
北

条
の
館
に
到
着
し
、
泣
く
泣
く
助
け
を
求
め
た
時
、「
北
条

の

四
郎
時
政

モ

走
（
リ
）

出
（
デ
）

て

取
二

付
ツ
ヽ

御
馬

の

手
（
タ
ヅ
ナ
）

綱
に一

諸
共

に

流
レ

（
シ
）け
り

涙
を

、
奉

ツレ
ヽ

入
奉

てレ

労
（
イ
タ
ハ
）
リ二

様
々

に一

」
と
喜
び

迎
え
た
と
し
、
こ
の
こ
と
が
、「
北
条

の

運
の

開
ル

始
な
る

」（
四
一
頁
）
と
す
る
。
　

〇
故
ニ
慇
に
偕
（
階
）
老
を
結
び
ぬ
　

〈
名
義
抄
〉「
慇
　

ネ
ム
コ
ロ
」（
法
中

八
二
）。「
偕
老
を
結
ぶ
」
は
、
仲
む
つ
ま
じ
く
過
ご
す
こ
と
。
　

〇
時
政
は
夢
に

も
此
の
事
を
知
ら
ず
　

頼
朝
が
娘
の
政
子
の
も
と
に
通
っ
て
い
る
こ
と
を
、
父
の

時
政
は
知
ら
な
か
っ
た
と
す
る
点
は
、
他
本
も
同
じ
。
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）

三
月
半
ば
の
頃
か
ら
、
頼
朝
は
政
子
の
も
と
に
通
っ
て
い
た
と
す
る
真
名
本
『
曽

我
物
語
』
も
、
こ
の
後
、
都
か
ら
戻
る
途
中
で
こ
の
事
を
知
り
、「
時
政

は

大
に

被
レけ

り

騒
（
ハ
）

」（
四
五
頁
）
と
記
す
点
は
同
じ
。
　

〇
北
条
、
大
番
を
勤
め
て
下
り

け
る
程
に
　

〈
延
・
盛
〉「
時
政
京
ヨ
リ
下
リ
ケ
ル
ガ
」（〈
延
〉
巻
四
―
一
四
一
オ
）、

流
布
本
『
曽
我
物
語
』「
北
条
四
郎
時
政
、京
よ
り
く
だ
り
け
る
が
」（
一
一
五
頁
）。

真
名
本
『
曽
我
物
語
』
も
、巻
三
冒
頭
で
は
「
北
条

モ

自
レ

都
下

け
る

折
節

ナ
レ
は

」（
四
五

頁
）
と
す
る
が
、
巻
二
末
で
は
「
北
条

モ

大
番

に（
シ
テ
）

廻
来

ケ
レ
は

上
ルレ

都
ヘ

」（
四
一
頁
）

と
、
大
番
に
出
て
い
た
と
す
る
。
但
し
、
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
の
場
合
、
頼
朝

と
政
子
と
の
関
係
は
、
時
政
が
大
番
勤
め
を
す
る
以
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
こ
と

に
な
っ
て
い
て
、
問
題
は
残
る
。
前
々
項
の
注
解
参
照
。
　

〇
路
よ
り
し
て
此
の

事
を
聞
き
、
大
き
に
驚
き
な
が
ら
　

〈
延
・
盛
〉「
道
ニ
テ
此
事
ヲ
聞
テ
、
大
ニ
驚

テ
」（〈
延
〉
巻
四
―
一
四
一
オ
）。
流
布
本
『
曽
我
物
語
』「
道
に
て
こ
の
事
を
き
ゝ
、

ゆ
ゝ
し
き
大
事
い
で
き
た
り
。
平
家
へ
き
こ
へ
て
は
い
か
な
ら
ん
と
、
大
き
に
さ

わ
ぎ
思
ひ
け
り
」（
一
一
五
頁
）。
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
で
は
、
時
政
の
子
義
時

は
、
頼
朝
が
政
子
の
元
に
通
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
が
、
家
の
面
目
と
思

い
、
素
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
い
た
の
に
対
し
、
継
母
の
女
房
は
、
我
が
娘
と
結
婚
さ

せ
よ
う
と
妬
ん
で
、
急
ぎ
手
紙
を
書
い
て
、
都
よ
り
下
る
途
中
の
時
政
に
知
ら
せ

た
と
す
る
。
鈴
木
啓
子
は
、
こ
の
継
子
譚
を
通
し
て
、
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
で

は
、
頼
朝
と
政
子
に
奉
仕
す
る
北
条
義
時
に
対
し
、
優
柔
不
断
な
父
時
政
が
対
比

し
て
描
か
れ
て
い
る
と
読
む
（
二
六
～
二
八
頁
）。
　

〇
平
家
の
威
を
歎
き
恐
れ

し
が
故
に
　

〈
闘
〉
で
は
、
時
政
が
、
娘
の
政
子
と
兼
隆
と
の
結
婚
を
約
束
し
た

理
由
と
し
て
記
す
。
当
該
記
事
を
持
た
な
い
が
、〈
延
・
盛
〉
も
同
様
。
流
布
本
『
曽

我
物
語
』
は
、「（
時
政
は
）
平
家
へ
き
こ
へ
て
は
い
か
な
ら
ん
と
、
大
き
に
さ
わ

ぎ
思
ひ
け
り
」（
一
一
五
頁
）
と
す
る
が
、
時
政
は
、
頼
朝
と
娘
と
の
結
婚
を
聞

く
前
に
、
兼
隆
と
の
結
婚
を
約
束
し
て
い
た
と
す
る
。
そ
の
点
は
、「
兼
隆

を

都
に
て

取
レて

け
り

聟
に

」（
四
五
頁
）
と
記
す
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
も
同
様
。
但
し
、
真
名
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（
一
一

）

本
『
曽
我
物
語
』
の
場
合
は
、
時
政
が
、
継
母
の
「
先

（
キ
）

腹
の

姫
タ（
ニ
）モ

渡
ル二

目
代

か

方
ヘ一

者
ナ
ラ
は

、
我

か

娘
（
ム
ス
メ
）

を
は

合
（
ト
ツ
）二か

セ
む

兵
衛の

佐
殿

に一

者
を
と
ソ

」（
四
六
頁
）
と
の
思
い
を
利
用
し
て
、

強
引
に
兼
隆
と
の
結
婚
を
推
し
進
め
た
と
す
る
。
　

〇
伊
豆
の
目
代
和
泉
の
判
官

兼
隆
　

〈
延
〉「
検
非
違
使
兼
隆
」（
巻
四
―
一
四
一
オ
）、〈
盛
〉「
前
検
非
違
使
兼

隆
」（
3
―
九
四
頁
）、
真
名
本
『
曽
我
物
語
』「
当
国

の

目
代
和
泉

の

判
官
平

の

兼
隆
」

（
四
五
頁
）、
流
布
本
『
曽
我
物
語
』「
平
家
の
侍
に
、
山
木
判
官
兼
隆
、
…
…
か

の
目
代
兼
隆
」（
一
一
五
頁
）。
兼
隆
は
、
安
元
三
年
（
一
一
七
七
）
の
延
暦
寺
大

衆
に
よ
る
強
訴
事
件
で
は
、
検
非
違
使
と
し
て
後
白
河
院
の
命
を
受
け
天
台
座
主

明
雲
を
警
衛
し
て
い
る
が
、
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
一
月
に
、
父
信
兼
の
訴
え

に
よ
り
右
衛
門
尉
を
解
官
さ
れ
（『
山
槐
記
』
一
月
十
九
日
条
）、
伊
豆
国
田
方
郡

山
木
郷
に
配
流
さ
れ
た
（『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
八
月
四
日
条
）。
翌
治
承
四
年
五

月
、
以
仁
王
の
乱
で
、
伊
豆
国
知
行
国
主
源
頼
政
や
、
頼
政
嫡
子
の
伊
豆
守
仲
綱

が
挙
兵
に
失
敗
し
て
宇
治
に
滅
ぶ
と
、
同
年
六
月
二
十
九
日
に
は
伊
豆
国
の
知
行

国
主
に
平
時
忠
、
伊
豆
守
に
は
猶
子
時
兼
が
任
じ
ら
れ
（『
玉
葉
』
治
承
四
年
九

月
三
日
条
）、
流
人
で
あ
っ
た
平
兼
隆
も
、
京
で
形
成
さ
れ
た
時
忠
と
の
人
脈
か

ら
「
当
国
目
代
」
に
任
用
さ
れ
た
（
川
合
康
③
五
九
～
六
〇
頁
）。
と
す
れ
ば
、

治
承
四
年
以
前
の
話
と
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
兼
隆
を
目
代
と
す
る
の
は
正
し
く
な

い
。
な
お
、
永
井
晋
は
、
時
政
が
平
家
一
門
の
庶
流
で
あ
れ
ば
一
族
の
山
木
兼
隆

を
婿
に
迎
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
よ
く
わ
か
る
と
す
る
（
六
八
頁
）。
　

〇
同

じ
き
十
二
月
二
日
、
娘
を
取
り
還
し
、
目
代
兼
隆
の
許
ヘ
渡
す
　

年
月
日
を
記
す

の
は
〈
闘
〉
の
み
。
頼
朝
が
政
子
の
も
と
に
通
い
始
め
た
の
が
、
十
一
月
下
旬
、

頼
朝
の
も
と
か
ら
政
子
を
取
り
戻
し
た
の
が
十
二
月
二
日
、
時
政
の
迅
速
な
処
置

の
程
を
示
す
。〈
延
・
盛
〉「
彼
娘
ヲ
取
テ
」（〈
延
〉
巻
四
―
一
四
一
ウ
）、
流
布

本
『
曽
我
物
語
』「
女
と
り
か
へ
し
」（
一
一
五
頁
）。
頼
朝
は
、政
子
の
も
と
に
通
っ

て
い
て
同
居
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
政
子
を
頼
朝
の
元
か
ら
実
力
行
使
で
取

り
戻
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
兼
隆
の
許
ヘ
は
〈
闘
〉「
渡
す
」、〈
延
・
盛
〉「
遣
シ

ケ
ル
」（〈
延
〉
巻
四
―
一
四
一
ウ
）、流
布
本
『
曽
我
物
語
』「
と
ら
せ
け
り
」（
一
一
五

頁
）
と
記
す
よ
う
に
、
嫁
取
婚
の
形
で
記
す
。
　

〇
未
だ
亥
の
剋
に
成
ら
ざ
る
以

前
に
、
秘
か
に
彼
の
所
を
逃
れ
出
で
て
、
速
や
か
に
伊
豆
の
御
山
の
宿
坊
に
致
れ

り
　

そ
の
日
の
内
の
「
亥
の
剋
」
以
前
と
す
る
の
は
、〈
闘
〉
の
み
だ
が
、
そ
の

日
の
内
に
兼
隆
の
も
と
を
飛
び
出
し
た
と
す
る
の
は
、
他
本
も
同
じ
。〈
延
・
盛
〉

「
兼
隆
ガ
許
ニ
行
タ
リ
ケ
ル
ガ
、
白
地
ニ
立
出
ル
様
ニ
テ
、
足
ニ
任
テ
、
イ
ヅ
ク

ヲ
差
ト
モ
ナ
ク
逃
出
テ
」（〈
延
〉
巻
四
―
一
四
一
ウ
）、真
名
本
『
曽
我
物
語
』「
目

代
か

許
（
モ
ト
）に

は

一
夜

を
タ
に
モ

明
シ

兼
て

、
則

て

其
夜

の

内
に

出
（
ル
）

二

白
（
ア
カ
）ラ
（
サ
マ
）

地
ヘ一

賞
（
モ
テ
ナ
）シ

て
レ

様
に

」（
四
八

頁
）、
流
布
本
『
曽
我
物
語
』「
一
夜
を
も
あ
か
さ
で
、
そ
の
夜
の
う
ち
に
、
に
げ

い
で
て
」（
一
一
五
頁
）。
な
お
、
伊
豆
山
と
す
る
点
は
同
じ
だ
が
、
真
名
本
『
曽

我
物
語
』
は
、「
伊
豆
の
御
山
密
厳
院
の
卿
の
律
師
の
坊
」（
四
八
頁
）
と
詳
細
に

記
す
。
ま
た
、
福
田
晃
は
、
伊
豆
山
と
す
る
点
に
つ
い
て
、
伊
豆
山
に
行
け
ば
男

女
は
結
ば
れ
る
と
い
う
民
俗
・
あ
る
い
は
伝
承
に
、
頼
朝
・
政
子
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々

な
が
ら
当
山
に
拠
っ
て
い
た
と
い
う
史
実
が
触
れ
て
、
自
然
発
生
的
に
頼
朝
・
政

子
は
当
山
に
お
い
て
め
で
た
く
結
ば
れ
た
と
い
う
虚
構
な
る
伝
説
、
史
実
に
反
す

る
恋
物
語
が
生
じ
た
と
想
定
さ
れ
て
く
る
（
九
九
頁
）
と
す
る
。
さ
ら
に
、
福
田

晃
に
よ
れ
ば
、
頼
朝
が
、
伊
豆
山
に
逃
れ
た
の
は
、
時
の
別
当
密
厳
院
の
創
始
者

文
陽
房
覚
淵
を
頼
っ
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
頼
朝
は
挙
兵
に
先
立
っ
て
、
覚

淵
を
招
い
て
そ
の
挙
兵
を
明
か
し
て
い
る
（『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
七
月
五
日
条
）。

三
宝
院
文
書
の
「
密
厳
院
管
領
系
図
」
所
収
「
伊
豆
国
密
厳
院
々
務
次
第
」
に
よ

れ
ば
、
覚
淵
は
加
藤
次
景
廉
の
兄
弟
で
あ
っ
た
。
覚
淵
が
加
藤
次
一
門
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
終
始
頼
朝
を
擁
護
し
て
や
ま
な
い
態
度
は
十
分
に
肯
け
よ
う
。
こ
の
よ
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（
一
二

）

う
に
頼
朝
・
政
子
は
、
覚
淵
を
通
し
て
伊
豆
山
と
な
み
な
み
な
ら
ぬ
関
係
に
あ
っ

た
（
一
〇
一
～
一
〇
二
頁
）
と
言
え
よ
う
。
　

〇
使
者
を
頼
朝
の
許
ヘ
立
て
ら
れ

け
れ
ば
、
十
日
、
右
兵
衛
佐
、
鞭
を
上
げ
て
馳
せ
来
た
る
　

政
子
が
使
者
を
頼
朝

の
も
と
に
立
て
た
と
こ
ろ
、
十
日
に
、
頼
朝
は
馬
に
鞭
打
っ
て
急
い
で
や
っ
て
き

た
と
す
る
点
、〈
延
〉
流
布
本
・
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
は
同
じ
だ
が
、「
十
日
」

と
す
る
の
は
、〈
闘
〉
の
み
。
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
は
よ
り
詳
細
で
、
供
の
女

房
と
共
に
伊
豆
の
御
山
の
頼
朝
の
師
匠
聞
性
坊
へ
入
っ
た
政
子
は
、
そ
こ
か
ら
北

条
の
頼
朝
に
手
紙
を
書
い
た
と
こ
ろ
、
頼
朝
は
急
い
で
伊
豆
山
に
や
っ
て
来
た
と

す
る
。〈
盛
〉
は
、「
彼
女
ハ
終
夜
伊
豆
山
ヘ
尋
行
テ
、
兵
衛
佐
ノ
許
ニ
籠
ニ
ケ
リ
」

（
3
―
九
四
頁
）。
政
子
は
、
伊
豆
山
に
籠
も
っ
て
い
た
頼
朝
を
探
し
出
し
一
緒
に

な
っ
た
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
　

〇
兼
隆
は
力
及
ば
ず
止
み
に
け
り
　

兼
隆
の
反

応
に
つ
い
て
は
、〈
延
・
盛
〉
は
次
項
参
照
。
真
名
本
『
曽
我
物
語
』「
目
代
大

に

賁
（
イ
キ
ト
ヲ
リ
）

ツ
ヽ

、
打
二

上
て

伊
豆

の

山
ヘ一

欲
すレ

遂
二ケ（

ン
）と

合
戦

を一

、
佐
殿
聞
二

食
（
ス
）に

此
由

を一

付
て
モ

不
レ

浅
二

御
歎

は一

」（
四
九
頁
）。
流
布
本
『
曽
我
物
語
』「
目
代
は
た
づ
ね
け
れ
ど
も
、

な
を
山
ふ
か
く
入
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
力
お
よ
ば
ず
」（
一
一
七
頁
）。
な
お
、『
吾

妻
鏡
』「
散
位
平
兼
隆
〈
前
廷
尉
。
号
二

山
木
判
官
一

〉
者
、
伊
豆
国
流
人
也
。

…
…
是
本
自
依
レ

為
二

平
家
一
流
氏
族
一

也
。
然
間
且
為
二

国
敵
一

。
且
令
レ

挿
二

私
意

趣
一

給
之
故
、
先
試
可
レ

被
レ

誅
二

兼
隆
一

也
」（
治
承
四
年
八
月
四
日
条
）
と
あ
る
。

頼
朝
が
挙
兵
の
手
始
め
に
兼
隆
を
討
っ
た
の
は
、「
私
意
趣
」
故
と
す
る
。
政
子

が
山
木
の
館
を
飛
び
出
し
て
以
降
の
、
兼
隆
と
頼
朝
と
の
確
執
も
そ
の
一
因
と

な
っ
て
い
よ
う
。
　

〇
北
条
此
れ
を
聞
き
、
娘
を
勘
当
せ
し
む
　

〈
闘
〉
は
、
こ

の
後
に
、
時
政
は
、
娘
の
勘
当
を
解
き
、
頼
朝
夫
妻
を
呼
び
寄
せ
た
と
す
る
。〈
延
〉

「
此
事
ヲ
時
政
兼
隆
聞
ニ
ケ
レ
バ
、各
憤
リ
ケ
レ
ド
モ
、彼
山
ハ
大
衆
多
キ
所
ニ
テ
、

武
威
ニ
モ
恐
レ
ザ
リ
ケ
レ
バ
、
左
右
無
ク
打
入
テ
、
奪
取
ニ
モ
不
及
シ
テ
ゾ
過
行

ケ
ル
」（
巻
四
―
一
四
一
ウ
）。
時
政
も
兼
隆
も
共
に
憤
っ
た
と
す
る
が
、
時
政
に

つ
い
て
は
、
こ
の
後
に
、「
北
条
四
郎
時
政
ハ
、
上
ニ
ハ
世
間
ニ
恐
テ
、
兼
隆
ヲ

聟
ニ
取
タ
リ
ケ
レ
ド
モ
、
兵
衛
佐
ノ
心
ノ
勢
ヒ
ヲ
見
テ
ケ
レ
バ
、
心
ノ
中
ニ
ハ
深

ク
憑
テ
ケ
リ
」（
巻
四
―
一
四
二
ウ
）
と
記
す
。
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
は
、
頼

朝
や
政
子
に
続
い
て
、
藤
九
郎
盛
長
等
の
侍
共
も
伊
豆
山
に
参
っ
た
と
す
る
記
事

に
続
け
て
、「
北
条

の

四
郎
時
政
父
子
三
人

は

倶
に

知
二た

り
ケ
レ
と
も

此
御
有
様
共
一

、
を
は

只

不
シ
ノ
二

空
（
ラ
）

知
（
ラ
）

一

居
た
り
け
る

」（
四
九
頁
）
と
記
す
。
流
布
本
『
曽
我
物
語
』「
北
条
は
、

し
ら
ず
顔
に
て
、
年
月
を
ぞ
を
く
り
け
る
。
伊
東
が
ふ
る
ま
ひ
に
は
か
は
り
た
る

に
や
、
果
報
の
い
た
す
と
こ
ろ
な
り
」（
一
一
七
頁
）。
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【
引
用
研
究
文
献
】

＊ 

川
合
康
①
「
奥
州
合
戦
ノ
ー
ト
―
鎌
倉
幕
府
成
立
史
上
に
お
け
る
頼
義
故
実
の
意
義
―
」（
松
蔭
女
子
短
期
大
学
文
化
研
究
三
号
、
一
九
八
九
・
6
。『
鎌
倉
幕
府
成
立
史

の
研
究
』
校
倉
書
房
二
〇
〇
四
・
再
録
）

＊ 

川
合
康
②
「
横
山
氏
系
図
と
源
氏
将
軍
伝
承
」（
峰
岸
純
夫
他
編
『
中
世
武
家
系
図
の
史
料
論
　

上
巻
』
高
志
書
院
二
〇
〇
七
・
10
）

＊ 

川
合
康
③
「
中
世
武
士
の
移
動
の
諸
相
―
院
政
期
武
士
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
会
編
『
歴
史
の
な
か
の
移
動
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』

桜
井
書
店
二
〇
〇
七
・
12
）

＊ 

後
藤
丹
治
「
曽
我
物
語
私
考
」（
国
語
と
国
文
学
、
一
九
三
三
・
4
。『
中
世
国
文
学
研
究
』
磯
部
甲
陽
堂
一
九
四
三
・
5
再
録
。
引
用
は
後
者
に
よ
る
）
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＊ 

今
野
慶
信
「
東
国
武
士
団
と
源
氏
臣
従
譚
」（
駒
澤
大
学
史
学
論
集
二
六
号
、
一
九
九
六
・
4
）

＊ 
櫻
井
陽
子
「『
平
家
物
語
』
の
征
夷
大
将
軍
院
宣
を
め
ぐ
る
物
語
」（『
中
世
の
軍
記
物
語
と
歴
史
叙
述
』
竹
林
舎
二
〇
一
一
・
4
）

＊ 
佐
々
木
紀
一
「
源
義
忠
の
暗
殺
と
源
義
光
」（
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
紀
要
四
五
号
、
二
〇
〇
九
・
12
）

＊ 

志
立
正
知
「
鎌
倉
期
に
お
け
る
関
東
武
士
の
自
己
意
識
と
『
平
家
物
語
』」（
国
語
と
国
文
学
、
二
〇
〇
八
・
11
）

＊ 

鈴
木
啓
子
「『
曽
我
物
語
』「
頼
朝
挙
兵
説
話
」
の
考
察
―
北
条
氏
の
「
家
」
意
識
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
学
習
院
大
学
大
学
院
日
本
語
日
本
文
学
二
号
、
二
〇
〇
六
・
3
）

＊ 

永
井
晋
「
北
条
氏
と
三
浦
氏
の
つ
な
が
り
を
読
む
」（
三
浦
一
族
研
究
十
一
号
、
二
〇
〇
七
・
3
）

＊ 

野
口
実
『
武
門
源
氏
の
血
脈
　

為
義
か
ら
義
経
ま
で
』（
中
央
公
論
新
社
二
〇
一
二
・
1
）

＊ 

野
中
哲
照
『
保
元
物
語
の
成
立
』（
汲
古
書
院
二
〇
一
六
・
2
）

＊ 

早
川
厚
一
「
頼
朝
伊
豆
流
離
説
話
の
考
察
」（
松
尾
葦
江
編
『
文
化
現
象
と
し
て
の
源
平
盛
衰
記
』
笠
間
書
院
二
〇
一
五
・
5
）

＊ 

福
田
晃
「
頼
朝
伊
豆
流
離
説
話
の
生
成
―
平
家
物
語
・
曽
我
物
語
よ
り
―
」（
国
語
と
国
文
学
一
九
六
六
・
6
。『
軍
記
物
語
と
民
間
伝
承
』
岩
崎
美
術
社
一
九
七
二
・
1

再
録
。
引
用
は
後
者
に
よ
る
）

＊ 

福
田
豊
彦
「『
源
平
闘
諍
録
』
の
成
立
過
程
―
千
田
合
戦
と
伊
藤
三
女
の
二
説
話
を
中
心
に
―
　

補
論
　

千
葉
介
胤
綱
・
時
胤
お
よ
び
千
田
泰
胤
の
系
譜
上
の
位
置
」（
千

葉
県
史
研
究
一
一
号
別
冊
中
世
特
集
号
、
二
〇
〇
三
・
3
）

＊ 

元
木
泰
雄
『
河
内
源
氏
　

頼
朝
を
生
ん
だ
武
士
本
流
』（
中
央
公
論
新
社
二
〇
一
一
・
9
）

＊ 

義
江
彰
夫
「
源
氏
の
東
国
支
配
と
八
幡
・
天
神
信
仰
」（
日
本
史
研
究
三
九
四
号
、
一
九
九
五
・
6
）


